
実施方針の策定の見通しについて 

平 成 ２ ９ 年 ４ 月 

愛 知 県 

特定事業の名称 期 間 概 要 公共施設等の立地 
実施方針を 

策定する時期 

愛知県営東浦住宅ＰＦＩ方式

整備等事業 

平成 30年 3月から平成 35

年 3月まで（予定） 

（整備 5年） 

県営住宅の整備事業、余剰地活用

の提案 

愛知県営東浦住宅 

知多郡東浦町大字石浜字三

本松 1-1、1-58 及び 1-59 並

びに字吹付 2-1及び 2-194 

第 1四半期 

※ この見通しは、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11年法律第 117号）第 15条第 1項の規定により、

公表するものです。 


